
※

※家庭的保育者は、家庭的保育施設で勤務する者

① 保育所等の入所が内定した際には、入所月の末日もしくは翌月 19日までに復職し、1 ヶ月以内
に就労書を提出することを約束します。

② ①の

③ 復職予定日が、①の復職期限以降となっている場合、復職を早めることについて、勤務先と相談し
了承を得ています。（就労証明書の備考欄に記載必須）

令和 年 月 日

住 所

保護者氏名

① 次の職種に該当します。（上段を選択した方は資格書または修了書の写し添付必須）

□ 保育士（保育教諭） □ 看護士 □ 准看護師 □ 保健師 □ 家庭的保育者

□ 保育補助 □ 栄養士 □ 調理師 □ 労務員 □ その他（ ）

② ①で選択した職種業務に従事中または従事予定です。

□ 従事中 □ 従事予定 就労開始日（ 年 月 日）

③ 保育所等に入所後、就労先の施設において 1年以上従事します。※育児休業・傷病等の休職期間は除く

上記の記載内容に相違ありません。

令和 年 月 日

住 所

保護者氏名


